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１．オンライン資格確認の概要について○ オンライン資格確認とは

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号・番号等を利用し、医
療機関・薬局の窓口で患者の資格情報等を確認する仕組みです。
マイナンバーカードを利用するには、顔認証付きカードリーダーが必要となり
ます。

○ 顔認証付きカードリーダーとは

マイナンバーカードを使用してオンライン資格確認を行う際に必要となる専用
機器のことです。マイナンバーカード内の顔写真データをICチップから読み取
り、その「顔写真データ」と顔認証付きカードリーダーで撮影した「本人の顔
写真」と照合、又は暗証番号による本人確認を行うことができます。

１．オンライン資格確認の概要について
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○ 医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等（加入している医療保険や自己負担限
度額等）が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による
手間等による事務コストが削減。

○ マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や
薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境に。（マイナポータルでの閲覧も可能）

支払基金
・国保中央会

オンライン資格確認等
システム

情報登録

患者の資格情報等
を照会

※ 政府が提供している、オンラインで
自分の情報が見られる等の機能を
有する自分専用のサイト

マイナポータル

医療保険者等 ※マイナンバーカードのICチップ内の電子証明
書を用いる
※ＩＣチップに資格情報や健康情報を
保存するわけではない
※健康保険証（処方箋）でも資格確認が
可能
※特定健診等の閲覧は、マイナンバーカード
が必要

顔認証付き
カードリーダー

資格情報
特定健診等情報
薬剤情報 等

※ 保険者が資格情報等
を登録、随時更新

※ 薬剤情報等は
レセプトから抽出

１．オンライン資格確認の概要について
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２．オンライン資格確認の義務化について
○ オンライン資格確認の義務化とは
「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決定）を踏まえ
令和4年8月10日の中央社会保険医療協議会（中医協）において、オンライン資
格確認の導入の原則義務化などが答申・公表され、令和4年9月5日厚生労働省
第124号をもって療養担当規則が改正されました。

療養担当規則等（省令）の改正の内容（令和5年4月施行）

１．保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患者がマイナンバーカードを健康
保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認に
よって受給資格の確認を行わなければならないこととする。（保険医療機関及び保険医療養担当
規則第３条第１項及び第２項関係等）

２．現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局については、オンライン資格
確認導入の原則義務付けの例外とする。（同令第３条第３項関係等）

３．保険医療機関及び保険薬局（２．の保険医療機関・保険薬局を除く。）は、患者がマイナンバー
カードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよ
う、あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこととする。（同令第３条第４項関係等）
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３．オンライン資格確認導入の義務が猶予される経過措置について

〇令和５年１月１７日に療養担当規則等の一部を改正する省令が公布され、令和４年度末時点で、やむを得
ない事情がある保険医療機関・薬局は、期限付きの経過措置が設けられています。
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３．オンライン資格確認導入の義務が猶予される経過措置について

〇令和5年2月21日厚生労働省保険局「オンライン資格確認原則義務化の経過措置について」資料抜粋
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３．オンライン資格確認導入の義務が猶予される経過措置について
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＜オンライン資格確認の運用について＞

Question Answer

４．オンライン資格確認におけるＱ＆Ａ

Q.オンライン資格確認等システ
ムへのログイン時に、「前回正
常にログアウトされていなかっ
た可能性があります。または、
該当のユーザは既に使用され
ています。強制的にログインし
ますか？」というポップアップ
メッセージが表示されますが、
どのように対処すればよいで
しょうか。

A. ポップアップメッセージの《OK》をクリックしてログインを実施して
ください。強制的にログインを行ってもシステムには問題ございま
せん。なお、本ポップアップメッセージは、以下の4つのケースのい
ずれかに該当した際のログイン時に表示されます。
・オンライン資格確認等システムにログインしたまま、右上の「Ｘ」
ボタンをクリックして画面を閉じた場合
・30分ほど未操作のまま強制ログアウトした場合
・同一のアカウントで複数のユーザがログインした場合
・オンライン資格確認等システムにログインしたまま、資格確認端
末の強制終了等でブラウザが閉じてしまった場合
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４．オンライン資格確認におけるＱ＆Ａ

Question Answer

Q.券面に枝番（2桁）の記載
の無い健康保険証を患者が
持参した場合でも、オンライン
資格確認を実施できますか。

A. レセプトコンピュータ用端末に健康保険証券面の保険者番号、
記号、番号及び生年月日を入力・検索することで資格確認を実
施することが可能です。
枝番（2桁）については、令和２年10月より保険者にて付番
を開始しており、オンライン資格確認等システムに登録されます。
オンライン資格確認を行うことで、枝番（2桁）の取得が可能と
なります。
なお、令和３年４月以降に新規で発行される被保険者証につ
いては枝番（2桁）が記載されますが、これまで発行していた保
険証の再発行義務はございません。
そのため、オンライン資格確認開始後（令和３年３月）も、枝
番（2桁）の記載がない保険証は残り続けますので、ご留意く
ださい。
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４．オンライン資格確認におけるＱ＆Ａ

Question Answer

A.下記内容が考えられます。

【該当資格情報無しの場合】
・オンライン資格確認等システムの対象外の制度または、医療保
険者等が資格情報を登録していない場合
・医療機関等職員による記号・番号等の打ち間違いの場合

【無効の場合】
・転職等で月末に資格を喪失しているケース
※一部レセコンメーカーで「該当資格情報無し」の場合に「無効」
と表示するものがあります。

Q.資格確認を行いましたが、「
該当資格情報無し」または「
無効」と結果が表示され、資
格情報が返ってきません。
確認したところ有効と考えられ
るが、なぜ資格情報が返って
こないのか。またこの場合、医
療機関等窓口ではどのように
対応すればよいか。

Q.入力したデータと異なるデータ
がオンライン資格確認等システ
ムから返ってきたが、取り込んで
も大丈夫なのか。

A. 入力データによって、記号・番号に「●」、「/」や「空白」等のデータ
が返される場合がございますが、そのままの内容でレセプト請求い
ただいても差し支えございません。そのままの内容を取り込むか否か
については医療機関にてご判断願います。
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参考

１ ポータルサイトにて最新情報を確認出来ます。

２ オンライン資格確認の現状

３ オンライン資格確認の今後（医療扶助のオンライン資格確認）
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参考１．ポータルサイトにて最新情報を確認出来ます。
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療養担当規則（省令）施行（オンライン資格確認の原則義務化）令和5年4月1日

令和4年10月1日 診療/調剤報酬の改定

令和4年8月10日 療養担当規則（省令）改定に係る答申

中医協より、「診療/調剤報酬の改定」、「療養担当規則改定」

について答申

令和3年10月20日 オンライン資格確認 本格運用開始

オンライン資格確認の本格稼働日

〇 オンライン資格確認の現状

【現状】

令和5年4月1日より療養担当規則改定によりオンライン資格確認が

義務化となっているが、導入の義務が猶予されている医療機関に対

してオンライン資格確認の導入を促進していく

療養担当規則等の一部改正（導入の義務が猶予される経過措置）令和5年1月17日

参考２．オンライン資格確認の現状
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指定医療機関等

福祉事務所

●レセプトの審査・支払

⑤レセプト送付
受給者

①申請
②診療依頼書、
医療機関への電話連絡等

③受診

患者は医療券を持たず、受診時点で医療機関に
届いていないケースも多い。

社会保険診療報酬支払基金

医療券等の情報を踏
まえて請求

⑥レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由

【現行の医療扶助の受診等の流れ（一例）】

指定医療機関等

福祉事務所
●レセプトの審査・支払

④レセプト送付
①申請

③受診

②資格情報・委託医療機関情報等を登録 社会保険診療報酬支払基金

⑤レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由

オンライン資格確認システム

ピッ

③受診と同時に
資格と委託情報
を確認

マイナンバーカードによる確実な資格・
本人確認

受給者

【マイナンバーカードによるオンライン資格確認の導入】

※ 医療券等の送付や受け
取り等のコスト・手間が軽
減される。

参考３．オンライン資格確認の今後
医療扶助のオンライン資格確認の導入イメージ
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参考３．オンライン資格確認の今後

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

4-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

マイルストン

厚生労働省

支払基金/中央会
（実施機関）

デジタル庁

医療機関・薬局
/システムベンダ

福祉事務所
/システムベンダ

医療扶助のオンライン資格確認の検証運用開始 ▼

調査研究

マイナポータル改修調達
(仕様書含む)

ベンダ向け説明会

ベンダ向けポータル

医療機関等
向け手引き

周知（パンフレット制作等）

医療機関等ベンダ向け
技術解説書作成

ベンダ向けポータル/サービスデスク

医療機関等向けポータル/コールセンター

稼働準備支援（ｼｽﾃﾑ課題検討、ﾃｽﾄ支援、規程/ﾏﾆｭｱﾙ準備、運用引継ぎ等）

拡張準備

運用課題検討

福祉事務所向け
技術解説書作成

福祉事務所向けポータル

福祉事務所
向け説明会

福祉事務所向けポータル/サービスデスク

要件整理

医療扶助のオンライン資格確認の運用開始 ▼

健診情報の連携に係る対応

パッケージ改修 テスト 導入/設定 運用テスト

福祉事務所向け
運用テスト

資格情報等
登録 資格情報等修正

開発

外部接続
テスト
（検証環境）

総合運用
テスト

外部接続
テスト（本番環境）

医療扶助の初回紐付開始 ▼
医療扶助の資格情報・医療券/調剤券情報・薬剤情報・医療費情報の閲覧開始 ▼

調達準備

設計、開発、テスト要件定義

医療扶助のオンライン資格確認に係る全体スケジュール
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５. オンライン資格確認等端末を利用してレセプトのオンライン請求を開始

オンライン資格確認端末等を用いる場合は、原則、オンライン請求に係る利用者負担額は別途必要あり
ません。

通常の利用者負担額見込（医療機関・薬局）
項目 金額 備考

1.オンライン請求（送信）用パソコン 約100,000円 オンライン資格確認用端末と共有

2.電子証明書発行料（更新料） 1,500円 オンライン資格確認用と共有

3.ネットワーク回線接続初期費用 約28,000円 Ｂフレッツの場合（オンライン資格確認用と共有）

初期費用合計 約129,500円

4.ネットワーク月額利用料 約6,000円

回線事業者、使用する回線等により価格差が生じ
ます。
ＩＳＤＮ、ＩＰ－ＶＰＮ接続、インターネット
（Ｉｐsec＋ＩＫＥ）接続
（オンライン資格確認用と共有）

合計 約135,500円
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５. オンライン資格確認等端末を利用してレセプトのオンライン請求を開始
オンライン資格確認の導入に併せ、レセプトのオンライン請求もお願いいたします。

【令和5年2月受付分】
全国の75％を超える保険医療機関がレセプトのオンライン請求を実施しています。

オンライン請求開始の申請はこちらから

オンラインによる申請

医療機関等向けポータルサイト
（https://www.iryohokenjyoho-
portalsite.jp/）
トップページ
＞「利用申請・補助申請される方」の
「7.オンライン請求利用申請」から申請願います。

注)支払基金支部・各都道府県の国保連合会
への書面の提出は不要です。

紙による申請

支払基金ホームページ
（https://www.ssk.or.jp/）
トップページ
＞ オンライン請求
＞ 保険医療機関・保険薬局に係るオンライン請求
＞ 4.オンライン請求の手続きについて
「(3)届出関係」の「電子情報処理組織の使用による費
用の請求に関する届出」を審査委員会事務局に提出くだ
さい。
注)国保連合会への届出も必要です。
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６. オンライン請求システム等の概要

〇 医療機関・薬局のレセコンから電子レセプ
トデータをオンライン請求（送信）用パソコン
に取り込み、オンライン請求センタにデータ送
信します。

〇 医療事務電算処理センタにおいて、受付・
事務点検処理を実施し、医療機関・薬局に
処理結果情報を返します。

〇 これにより、医療機関・薬局では、エラーを
速やかに訂正し、当月のうちに訂正したレセ
プトを提出することができるようになり、支払
基金としても業務処理の効率化が図られま
す。

〇 また、支払基金では、エラーとなったレセプト
のうち、資格関係のエラーについて、Web上
でレセプトデータを訂正することができる機能
を提供しています。
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７. オンライン請求システムにおけるＡＳＰ機能

・ ＡＳＰ機能 により請求時の記録不備などを確認するための返戻が減少
し、リアルタイムで修正できるため、当月に請求し直すことが可能です。

・ 毎月休日を含めて、5日から7日は8時から21時まで、8日から10日は8
時から24時まで請求が可能であり、搬送費用等の削減にもなります。
※5日～10日に送信し請求確定したレセプトデータのエラー分（「受付不能」および「要確認」）に
ついては、修正し、当月12日まで、再度レセプトデータを送信できます。

・ 返戻レセプトについては、ＣＳＶ形式のデータをレセコンに取り込み、修正
して翌月に請求することができます。

審査支払機関保険医療機関等

③レセプトを修正して請求（12日までレセプトの修正・再送信が可能）

①オンライン請求（5日～10日の請求期間でレセプトを送信）

②ASPチェックによる結果の連絡
＜記録不備や施設基準届出漏れなどのお知らせ＞

ASP結果のメッセージ メッセージの解説（参考）

届出と異なる施設基準を算定しています。
（医科、歯科共通）

施設基準の届出が必要な診療行為の適合性を確認
なお、届出に基づく算定開始年月日が適合している場
合はそのまま請求願います。

同時算定不可の注加算が記録されています。
（医科、歯科共通）

同時に算定できない注加算が重複して記録
なお、休日加算と時間外加算が同一日に記録されて
いるなど、告示通知で重複請求できない場合が該当し
ます。

当該年齢では算定できない診療行為又は特
定器材が記録されています。（医科、歯科
共通）

下限又は上限年齢の範囲外の診療行為等が記録
なお、3歳未満の乳幼児に対する手術の加算など、年
齢が定められている診療行為などが対象となります。

未来院請求レセプトでは請求できない診療
行為又は医薬品が記録されています。(歯
科)

未来院で請求できない診療行為が記録
支台築造・金属歯冠修復など未来院請求で可能で
ある診療行為以外が記録された場合が該当します。

次のような「ASP結果のメッセージ」が医療機関で閲覧できます。

※ASP機能（受付・事務点検ASP機能）とは、レセプト請求前に簡易なコンピュータチェック
を実施できるため、医療機関、薬局で誤り等を修正して請求することが可能となるサービスです。

※
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８. ＡＳＰチェック結果の確認方法

「受付・事務点検ASP結果リスト」にて、チェック結果を確認することができます。

令和3年9月から、受付ができない又は返戻となるレセプトは、
「エラー又は確認事項」欄の文頭に【受付不能】を印字しています。
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８. ＡＳＰチェック結果の確認方法

受付・事務点検ASPに係るチェックにおけるエラー内容
１ エラーコード1000番台（L1エラー）は、医療機関単位でエラーとなっているため、再請求が必要なもの

２ エラーコード2000番台（L2エラー）は、レセプト単位でエラーとなっているため、再請求が必要なもの
３ エラーコード4800番台（L48エラー）は、エラーとして連絡しているが、正常分として処理しているので再請求が
不要なもの
４ エラーコード3000番台（L3エラー）は、レセプト内でエラーが確認され、要確認となったもの
（返戻となる要確認レセプト）

５ エラーコード4000番台（L4（L48 を除く）エラー）は、レセプト内でエラーが確認され、要確認となったもの
（査定又は返戻若しくは正当となる要確認レセプト）

６ エラーコード7000番台は、レセプト内でエラーが確認され、要確認となったもの
（査定又は返戻若しくは正当となる要確認レセプト）

受付・事務点検ASPに係るチェック一覧 掲載場所

●支払基金ホームページ ▶ トップページ ▶ 診療報酬の請求支払 ▶ オンライン請求 ▶ 保険医療機関・保険薬局に係る
オンライン請求 ▶ 7.オンライン請求 ▶ 受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（医科）

●オンライン請求画面から ▶ マニュアル ▶ その他 ▶ 受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（医科）

エラーコードの詳しい内容は「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧」をご覧ください。
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９. 返戻再請求のオンライン化について

○ 保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に
関する取扱要領の変更

令和４年９月３０日付け保連発０９３０第１号厚生労働省保険局医療介護連
携政策課長「返戻再請求及び再審査申出のオンライン化等について（周知依
頼）」において、返戻レセプトの再請求については、紙レセプトのみで返戻さ
れたものを除き、令和５年４月からオンラインによるものとされた。

令和５年１月２３日付け保連発０１２３第１号厚生労働省保険局医療介護連
携政策課長通知「電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱いにつ
いて」において、システム事業者の対応状況を把握した上で「やむを得ない場
合の必要な対応」（経過措置）について、個別に審査支払機関に届出を行った
上、引き続き、紙媒体による返戻再請求ができることとされた。
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１０. 返戻再請求のオンライン化に関するQ＆A

＜返戻再請求のオンライン化に伴う経過措置について＞

Q.経過措置届出については、最
大、いつまで延長して良いのか。

A. 令和6年9月末までとされていますが、令和5年10月以降の開始
となる場合は、具体的な事情について追って審査支払機関から個
別照会することとしています。

Question Answer

Q.所在地変更や開設者変更等
で医療機関コードが変更した
場合、廃止とした医療機関
コード分もオンラインで再請求
しなければならないのか。
また、紙媒体で再請求する場
合は、経過措置届出を提出し
なければならないのか。

A. 電子証明書の有効期間がある場合は、オンラインによる再請求
をお願いします。
なお、紙媒体で再請求する場合は、経過措置の届出が必要で
す。
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Question Answer

１０. 返戻再請求のオンライン化に関するQ＆A

Q.令和5年4月からオンラインに
よる返戻再請求を実施する
が、既にダウンロード可能期間
が終了しているレセプトの再請
求は紙レセプトでの再請求とし
てよいか。

A. 令和5年4月からオンラインによる返戻再請求を実施する医療機
関等にあっては、既にダウンロード期間が終了しているレセプトは紙
媒体による再請求が認められます。

Q.令和5年4月請求分から電子
カルテを変更しパソコンも変更
するため、令和5年2月診療分
以前の返戻レセプトについては
オンラインによる再請求ができ
ない。この場合、経過措置の
届出は必要か。

A. 特定のレセプトのみ対応できない場合でも経過措置の届出は
必要ですので、支払基金ホームページから届出様式をダウンロード
の上、必要事項を記載し支払基金本部あて送付願います。
なお、やむを得ない事情については、「その他やむを得ない事情

がある」を選択願います。
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１０. 返戻再請求のオンライン化に関するQ＆A

Question Answer

Q.生活保護と他の公費負担医
療との併用レセプト等、特定の
レセプトのみオンラインによる返
戻再請求できない場合でも経
過措置の届出は必要か。

A. 特定のレセプトのみ対応できない場合でも経過措置の届出は
必要ですので、支払基金ホームページから届出様式をダウンロード
の上、必要事項を記載し支払基金本部あて送付願います。
なお、やむを得ない事情については、「その他やむを得ない事情

がある」を選択願います。

Q.令和5年4月からオンライン請
求を開始する。令和5年3月請
求以前分（電子媒体請求
分）の返戻再請求を令和5年
4月以降に行う場合、オンライ
ンで再請求しなければならない
のか。

A. 令和5年3月請求分までの返戻については、紙媒体の返戻レセ
プト（返戻ファイルがない）しか送付してませんので、紙媒体の
再請求が可能です。（経過措置の届出必要なし）
令和5年4月請求分以降（令和5年5月の返戻）については、

返戻ファイルのダウンロードが可能ですので、オンラインによる返戻
再請求となります。
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Q.審査返戻において診療情報
提供書の写しの添付や検査
データの写しの添付を求めら
れることが多く、現状その提出
を行うには紙媒体でしかでき
ないため、紙レセプトでの返戻
が戻ってくる間は、紙レセプト
に求められた添付資料を添付
し請求を行いたいが、「やむを
得ない事情がある」として届出
し、紙レセプトでの再請求でも
よろしいか。

A. この場合、レセプトはオンラインによる再請求、診療情報提供
書の写し等は紙等での提出になるので、やむを得ない事情に該
当するものではないです。
しかしながら、システム上オンラインによる再請求を行う場合、

何らかの訂正がないとオンラインによる再請求はできない等、紙
媒体での再請求となってしまう場合は「やむを得ない事情がある」
として届出が必要です。

Question Answer

１０. 返戻再請求のオンライン化に関するQ＆A
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１１. オンライン返戻再請求で注意すべき点

返戻レセプトについては、オンラインで返戻データを配信しているとともに紙
媒体でも返戻レセプトを増減点連絡書等発送時に同封して送付しています。
オンラインで返戻データを取得し、レセコンで訂正してオンラインで再請求い
ただいた返戻レセプトと紙媒体で返戻されたレセプトを訂正し、紙媒体も提出
されると重複請求となりますのでご注意ください。

○ 重複請求に注意

○ 症状詳記についても電子レセプト内に記録
令和５年１月２３日付け保連発０１２３第１号厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知におい
て症状詳記も電子レセプト内で記録することが明確化されました。
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最後に

ご清聴ありがとうございました。

オンライン請求にご興味がある方は、関東審査事務センター

事業管理課事業管理第2係までご連絡をお願いいたします。
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